
奈
良
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
案
）

奈
良
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
十
一
年
三
月
奈
良
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


